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１【提出理由】

　当社が2025年10月31日開催の当社取締役会にて決議した第三者割当の方法による新株式の発行（以下「本第三者割当

増資」といいます。）に関し、2025年12月10日の当社臨時株主総会において本第三者割当増資の実施に必要な全ての議

案が承認可決され、2025年12月11日に本第三者割当増資に係る払込が完了いたしました。

　本第三者割当増資に係る払込の完了に伴い、当社の親会社及び主要株主に異動がありますので、金融商品取引法第24

条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号及び第４号の規定に基づき、本臨時報告書

を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．親会社の異動

 (1) 当該異動に係る親会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金の額及び事業の内容

　(新たに親会社となるもの)

名称 合同会社Sバンク

住所 東京都千代田区大手町一丁目２番１号

代表者の氏名 職務執行者　和田　芳幸

資本金の額 100,000円（2025年10月31日現在）

事業の内容

１．金銭債権の取得、保有及び処分

２．信託受益権の取得、保有及び処分

３．有価証券の取得、保有及び処分

４．一般社団法人、特定目的会社その他の法人への出資、その他の持分の取得、保有及び処分

５．その他前各号に掲げる事業に付帯又は関連する業務

 

(2）当該異動の前後における当社の親会社の所有に係る当社の議決権の数及び当社の総株主等の議決権に対する割合

 議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 　　　　－個 　　　－％

異動後  　　　　4,850,556個 　　　　68.54％

（注）１. 総株主等の議決権の数に対する割合は、2025年９月30日現在の総株主の議決権の数2,226,904個に、本第三者

       割当増資により増加する議決権の数4,850,556個を加算した総株主の議決権の数7,077,460個を分母としておりま

       す。

     ２. 総株主等の議決権に対する割合は、少数第三位を四捨五入しております。

 

   (3）当該異動の理由及びその年月日

     ①　当該異動の理由

       本第三者割当増資の払込手続きが完了したことにより、2025年12月11日付で割当先である合同会社Sバンクは当

     社の親会社に該当することとなりました。

 

     ②　当該異動の年月日

         2025年12月11日
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２．主要株主の異動

 (1）当該異動に係る主要株主の氏名又は名称

    主要株主となるもの　合同会社Sバンク

    主要株主でなくなるもの　小川　浩平

 

 (2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合

    主要株主となるもの　合同会社Sバンク

 議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 －個 －％

異動後 4,850,556個 68.54％

 

    主要株主でなくなるもの　小川　浩平

 所有議決権の数 総株主等の議決権に対する割合

異動前 414,042個 18.59％

異動後 414,042個 5.85％

（注）１. 異動前の総株主等の議決権の数に対する割合は、2025年９月30日現在の総株主の議決権の数2,226,904個を分

       母としております。

　　　２. 異動後の総株主等の議決権の数に対する割合は、2025年９月30日現在の総株主の議決権の数2,226,904個に、

       本第三者割当増資により増加する議決権の数4,850,556個を加算した総株主の議決権の数7,077,460個を分母とし

       ております。

　　　３. 総株主等の議決権に対する割合は、少数第三位を四捨五入しております。

 

 (3）当該異動の年月日

 　　2025年12月11日

 

 (4）本報告書提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数

 　　資本金の額　　　　　　　　　6,506,492,679円

 　　発行済株式総数　　普通株式　　707,822,870株

 

 以　上
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